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赤字は変更箇所 

 

 

全体的な方針 

○流水＋止水環境として自然再生を行っていくことに大きく方向転換したことを受けて、自然再生の目標と取り組み方針を見直した。 

○具体的な再生方法については、実施計画書（案）で示すこととし、全体構想においては基本方針に関わる事項を中心として再整理した。 

○役割分担については、今後展開される段階を想定し、その考え方を明確にした。 
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当  初 変更後 

Ⅳ.湿地環境を保全・再生するにあたっては、荒川本川水、雨水、

湧水等の自然な水を用い、多様な水深の開放水面を拡大するも

のとする。 

＜昭和 20 年代以上の開放水面面積を段階的に確保＞ 

＜多様な水深の開放水面の拡大＞ 

Ⅵ.将来にわたり治水の面からもプラスとなるような自然再生
事業とする。 

＜治水面からもプラス＞ 

Ⅲ.荒川太右衛門自然再生地は周辺地域も含めたエコロジカル・ネ
ットワークの核となる区域と位置付けるものとする。 

＜荒川エコロジカル・ネットワーク＞ 

＜蛇行形状の保全＞ 

Ⅴ.約 70 年前の蛇行形状が今なお変わらず残る、歴史的に貴重な
荒川旧流路を保全し、後世に伝えるものとする。 

＜過去に確認された生物が住める環境の再生＞

Ⅱ.過去に確認された当該区域の固有かつ多様な生き物が住めるよ

うな環境の再生を目指すものとする。 

＜かつて確認されたが、近年確認されていない希少種 6種の再生＞ 

＜現状の湿地環境の保全＞ 

Ⅰ.太郎右衛門自然再生地固有の多様な生き物を保全し、かつ、そ

れらが生育・生息できる湿地環境を保全する。 

＜近年確認されている希少種 67 種が生息可能な自然環境を保全＞ 

 

太郎右衛門自然再生地では、次のような目標を設定し、自然再生の実現に取り組

んでいくものである。 

＜湿地環境の保全・再生＞

Ⅱ.過去に確認された当該区域の固有かつ多様な生き物が住めるよ

うな環境の再生を目指すものとする。 

＜過去に確認された生物が住める環境の再生＞

＜蛇行河川の復元＞

＜荒川エコロジカル・ネットワークの形成＞

Ⅳ.周辺地域とのエコロジカル・ネットワークの核となるよう、自

然環境の質的向上を目指す。 

＜治水面からもプラス＞

Ⅴ. 将来にわたり治水の面からもプラスとなるような自然再生

事業とする。 

Ⅲ.荒川本川と連続させた流水路として蛇行河川を復元すること

により、多様な水域・水際環境を形成する。 

Ⅰ.太郎右衛門自然再生地固有の多様な生き物とそれらが生育・生

息できる自然環境を保全・再生する。特に、多様性、自然性が

高い湿地環境については全体のバランスを考慮し拡大を図る。 

【自然再生目標の修正方針】 

 

Ⅰ.＜現状の湿地環境の保全＞について 

・再生を加える。これにより「現状の」を削

除する。 

・タイトルは湿地環境だが、まず自然環境全

般の保全・再生を述べてから、湿地環境の

拡大を強調する文に修正。 

・希少種の種数は、調査によっては変わるた

め 67 種の数値表現は避ける＜･････＞は削

除。 

Ⅱ.＜過去に確認された･･･＞について 

・＜････＞の表現は削除。 

 

Ⅲ.＜エコロジカル・ネットワーク＞について

・目標を意味するタイトルと文に修正。 

 

Ⅳ.＜開放水面の拡大＞について 

Ⅴ.＜蛇行形状の保全＞について 

・今までは流水環境の視点はなく、水面の拡

大に焦点が向いていたが、荒川本川と連続

させることを前提とした目標に切り変え

ることが適切である。 

・流水路を形成する趣旨から、「形状の保全」

は不適切であり、タイトルを修正。 

・流水路の復元、多様な水域・水際環境をキ

ーワードとして文を作成。 

 

○掲載順序 

・項目毎の重要性、ストーリーを考慮して、

順序を変更する。 

 

太郎右衛門自然再生地では、次のような目標を設定し、自然再生の実現に取り組ん

でいくものである。 

第 2 章  第 1 節  自然再生目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

・太郎 生地には、旧流路の池を中心に水辺のヨシ原から、中池のムクノキ－エノキ林や下池のハ

ンノ 河畔林が連続し、まとまった自然が残っている。 

・現状 自然再生地周辺の樹林地や自然草地は民有地であり、伐採や土地の改変、ゴミの不法投棄

な 懸念される。 

・また 達した下池のハンノキ林は、本来河川における洪水による攪乱・更新がないため、将来的

に 、ミドリシジミの食草となる若齢樹が少なくなることにより樹林が単純化することが懸念

さ

・乾燥 水面の面積が減少している。現状の池の開放水面を維持するためには、より安定的な水供

給 ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・太郎右衛門自然再生地には、旧流路の池を中心に水辺のヨシ原から、中池のムクノキ－エノキ林や下池のハ

ンノキ林といった河畔林が連続し、まとまった自然が残っている。 

・現状の太郎右衛門自然再生地周辺の樹林地や自然草地は民有地であり、伐採や土地の改変、ゴミの不法投棄

などによる影響が懸念される。 

・また放棄水田に発達した下池のハンノキ林は、本来河川における洪水による攪乱・更新がないため、将来的

に壮齢樹化が進み、ミドリシジミの食草となる若齢樹が少なくなることにより樹林が単純化することが懸念

される。 

・乾燥化により開放水面や湿地の面積が減少しているため、それらの維持及び拡大を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

＜湿地環境の保全・再生＞ 
Ⅰ.太郎右衛門自然再生地固有の多様な生き物とそれらが生育・生息できる自然環境

を保全・再生する。特に、多様性、自然性が高い湿地環境については全体のバラン

スを考慮し拡大を図る。 

＜ 境の保全＞ 
I.太 再生地固有の多様な生き物を保全し、かつ、それらが生育・

地環境を保全する。 
れている希少種 67種が生息可能な自然環境を保全＞ 

現状 ついて 現状及び課題について

状＞ 

＜将来＞ 
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図 2-1 現状及び事業を行わない場合に予測される生態系のイメージ 
右衛門自然再

キ林といった

の太郎右衛門

どによる影響が

放棄水田に発

壮齢樹化が進み

れる。 

化により開放

の確保が必要で

現状の湿地環

郎右衛門自然

生息できる湿

＜近年確認さ

及び課題に

＜現
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・太郎右衛門自然再生地で近年確認されている希少種67 種及びそれらが生息可能な自然環境を保全してい

くことを目指ものである。 

・現状の湿地環境を保全することを第一とし、その環境に適した多様な生物が生育・生息できる環境を保全

することを目指すものである。また水面だけでなく、キツネやタヌキ等の移動距離が長い動物が生息でき

る旧流路周辺のまとまった樹林地や草地の保全を目指すものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-1 近年確認されている希少種と保全すべき環境 

池/項目 近年確認され

ている希少種 

動植物の生息・生育環境 

上池 20 種 ヌカエビなど水生生物が生息できる開放水面の維持とエキサイ

ゼリが生育する湿性地の保全。 
中池 43 種 モノアラガイやヘイケボタルが生息できる清澄な開放水面の維持

とキツネやサシバが生息できる、まとまった樹林地を保全する。

下池 45 種 ハネナシアメンボなどが生息し、ヒシが繁茂する開放水面の維持

とミドリシジミが生息するハンノキの若齢樹が生育する河畔林の

保全・管理。 
各池で確認されている動植物は重複するものがあり、全体では P16 に示す。67 種が確認され

ている。 

 

 

 

 

 

・太郎右衛門自然再生地で近年確認されている希少種67 種及びそれらが生息可能な自然環境を保全してい

くことを目指すものである。 

・現状の良好な止水及び湿地環境を保全し、周辺にも拡大していく。 
・水面だけでなく、キツネやタヌキ等の移動距離が長い動物が生息できる旧流路周辺のまとまった樹林地

や草地を保全し、湿地等を中心としたバランスの良い多様な自然環境の形成を目指すものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

変更後 当  初 

目標について 目標について

図 2-2 太郎右衛門自然再生地斜め空中写真(平成 14 年度) 

キツネなどが生息する旧流路を中心とする大きなエリアの自然環境を保全する。 

キツネ 

生物情報については、調査時点を明記する。 
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変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

 ＜過去に確認された生物が住める環境の再生＞ 

Ⅱ.過去に確認された当該区域の固有かつ多様な生き物が住めるような環境

の再生を目指すものとする。 

 ＜過去に確認された生物が住める環境の再生＞ 

II.過去に確認された当該区域の固有かつ多様な生き物が住めるような環境の再

生を目指すものとする。 

＜かつて確認されたが、近年確認されていない希少種 6種の再生＞ 

現状及び課題について 現状及び課題について

太郎右衛門自然再生地では、現状よりも豊かな湿地環境があったとされている。特に現在乾燥化

著しい上池でもかつては湧水によって開放水面が維持されていたとされる。 

過去に確認され近年確認記録のないタマシギ、クイナ、サクラソウなどが普通に見られる様な湿

地環境の再生が望まれる。 

出典：クイナ写真 

リバーフロント整備センター

「川の生物図典」 クイナ タマシギ サクラソウ 

※ハンノキ、オギ、ヨシは希少種で

はなく、ハンノキはミドリシジミの、

またオギ、ヨシはホンドカヤネズミ等

の希少種の生存基盤ということで図

中に記載しています。 

－：整備によって確認が

期待できる種 

※( )再生に時間が掛

かる種 

－：整備によって個体数

増加が期待できる種

再生によって期待する生態系のイメージ 
図 2-4 



 

 

 

 

 

 

・太郎右衛門自然再生地で昭和 15 年～45 年(1940～1970 年)頃に確認され、近年確認されていない希少種

6種について再生を目指すものである。ただし、近年確認されている希少種 67種が生息可能な自然環境
を保全する事を前提とする。 
・開放水面等湿地を再生することにより、「当該地区」でかつて確認されていた湿 する種が生育・

生息できる場を再生することを目指すものである。 
表 2-2 過去に確認され、近年確認されていない希少種の減少理由等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・p16 の表に示された種 

表 2-3 再生が期待できる種のリスト 

種 再生が期待できる理由

クイナ

タマシギ

ニホンアカガエル

ドブガイ

ホザキノフサモ

サクラソウ

当該地周辺の荒川中流部を生息環境とする種であり、また移動性

によって、最適な環境が整備されれば当該地にも飛来し、餌場や営

種。
移動性に乏しく、当該地区で絶滅している場合には、ニホンアカガエ

が生息・生育できる多様な水深の開放水面やサクラソウが生育でき

してもすぐには再生しないが、時間をおけば侵入･再生が期待できる

・表 2-2 の希少種のうち、選出されなかった 6種の理由は下記の通りであ

○ニホンアナグマ、ゲンゴロウ：当該地周辺では絶滅し、近隣に種の供給源が

○ホトケドジョウは湧水、ヤリタナゴは用水路や小川、モクズガニ・ギバチは本

現状の止水を中心とした湿地環境の再生では、好適な生息環境とはならない

 

 

 

 

 

・太郎右衛門自然再生地で昭和 15 年～45 年(1940～1970 年)頃に確認され、近年確認されていない希少種6

種についての再生を目指すものである。ただし、近年確認されている希少種67が生息可能な自然環境を

保全する事を前提とする。 

・開放水面等湿地を再生することにより、「当該地区」でかつて確認されていた湿地に生息する種が生育・

生息できる場を再生することを目指すものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

目標について 

農薬
汚染

富栄
養化

湧水
枯渇

湿地の
開拓･
造成

草地の
開拓･
造成

耕地整
理･嵩
上げ

道路･
側溝整
備

樹林地
の造成

横断構
造物の
設置

1 ニホンアナグマ

森林や潅木林に生息し、巣穴は
斜面や大岩、木の根元を利用し
て掘る。

50年前にはい
た。

● ●

県RBDで 農薬による餌と
なる土壌 イヌの増加が
減少要因 辺では絶滅し
たとされ

2 クイナ

河岸や池沼のヨシ原や湿地環
境に生息する。

30年前まではよ
く見られた。 ● ● ●

県RDBで る湿地の埋立な
どによる 減少が主な減
少要因と

3 タマシギ

広い水田地帯で繁殖・越冬す
る。

30年前までは
見られた。 ● ● ●

県RDBで る耕地整理によ
る水田等 減少要因とさ
れている

4 ニホンアカガエル

周辺に樹林地、草地のある池沼
や水田に生息。

30年前には普
通に見られた。 ● ● ● ● ● ● ●

県RDBで て水域･湿性林
の減少が 安定した浅い
水域のあ 必要である。

5 ヤリタナゴ

小川や農業用水路に生息し、二
枚貝に産卵する。

30年前には普
通に見られた。 ● ●

県RDBで 水路の改修・護
岸整備等 少したことが
主な減少 。

6 ホトケドジョウ

湧き水由来の細流に生息。 30年前には普
通に見られた。 ● ● ●

県RDBで 河川の浅瀬を生
息場とす による掘り下
げ、護岸 されている。

7 ギバチ

岩陰や水際植生に潜む。 30年前には普
通に見られた。 ● ●

県RDBで 河川改修が主な
減少要因 川での減少が
当該地区 られる。

8 ドブガイ

ヘドロの堆積していないプランク
トンの豊富な止水域に生息す
る。

30年前には普
通に見られた。 ● ●

県RDBで て水質悪化が挙
げられて 積する環境で
は生息は

9 モクズガニ

河川の上流域まで生息し、河口
域で繁殖する。孵化後、河口周
辺海域で成長し川へ遡上する。

30年前には普
通に見られた。 ● ● ●

県RDBで な減少要因とさ
れている り、横断構造
物による れる。

10 ゲンゴロウ

池沼やため池に生息する。 30年前には普
通に見られた。 ● ● ●

県RDBで 立による生息環
境悪化、 因とされてい
る。当該

11 ホザキノフサモ

止水域の水中に生育する。 30年前には普
通に見られた。 ● ●

県RDBで
れている

12 サクラソウ

川岸の低湿原野に生育する。 30年前に生き
残り地区として
知られていた。

● ●

県RDBで
園芸採集

NO, 確認時期

水質悪化 開発行為

採集
行為

生息・生育環境

目標について
地に生息

 

は、森林の減少、
生物の減少、野良
とされ、当該地周
る。

は、生息環境であ
ヨシ原、泥湿地の
されている。

は、生息環境であ
湿地の減少が主な
。

は、主な脅威とし
挙げられ、水位の
る水辺が生息には

は、中小河川・用
により二枚貝が減
要因とされている

は、湧水枯渇、小
るため、河川工事
整備が減少要因と

は、本川中流域の
とされている。本
の絶滅要因と考え

は、主な脅威とし
いる。ヘドロが堆
不可能である。

は、水質汚濁が主
が、回遊性種であ
移動障害も考えら

は、農薬汚染、埋
採集行為が減少要

備　　　　　考
6 

に富むことから、湿地環境の拡大

巣地として利用する可能性が高い

ルやドブガイ及びホザキノフサモ

るエコトーン等の湿地環境を整備

種。

 

る。 

見当たらないため。 
川に主に生息する種であり、

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地周辺では絶滅したとされる。

は、水質悪化が減少の主要因とさ
。

は、湿地の農地化等による減少、
が減少要因とされている。

リスト等を記載する際は、調査時点を明記する。 
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・流 開発が進むことによって、自然環境が分断・縮小され、生態系の健全性が損なわれる可能

性 る。 

・太 衛門自然再生地周辺は上流に荒川ビオトープ、下流に三ツ又沼ビオトープがあり、荒川を

軸 たエコロジカルネットワークの自然の拠点となっている。 

・荒 自然を構成する旧流路、樹林地、多自然農地の保全・連続性を確保することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・流域の開発が進むことによって、自然環境が分断・縮小され、生態系の健全性が損なわれる可能性

がある。 

・太郎右衛門自然再生地周辺は上流に荒川ビオトープ、下流に三ツ又沼ビオトープがあり、荒川を軸

としたエコロジカル・ネットワークの自然の拠点となっているが、当地区は乾燥化により、生物生

息環境としての機能が低下している。 

・荒川の自然を構成する旧流路、樹林地、多自然農地などの様々な機能を保全し、それら相互の連続

性を確保することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

 ＜荒川エコロジカル・ネットワークの形成＞ 

Ⅳ. 周辺地域とのエコロジカル・ネットワークの核となるよう、自然環

境の質的向上を目指す。 

 ＜荒川エコロジカル・ネットワーク＞ 

III.荒川太右衛門自然再生地は周辺地域も含めたエコロジカル・ネットワー

クの核となる区域と位置付けるものとする。 

現 課題について 現状及び課題について

＜三ツ又沼ビオトープ＞ ＜荒川ビオトープ＞ 

図 2-5 上下流の自然の拠点であるビオトープ 

図 2-6 中池周辺に広がる水田 
域の

があ

郎右

とし

川の

状及び
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・ 荒川ビオトープや三ツ又沼ビオトープ等の自然の拠点と｢核｣となる太郎右衛門自然再生地の

湿地再生を行うことでエコロジカル・ネットワーク化を目指すものである。 
・ ネットワークの構築に当たっては、堤内地の土地利用に関して関係諸機関と連携した取り組み

を目指すものである。 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・荒川ビオトープ・三ツ又沼ビオトープ等の自然の拠点をつなぐ縦軸のネットワークや、江川流域・近

隣都市公園等の周辺地域をつなぐ横軸のネットワークの｢核｣となる太郎右衛門自然再生地の湿地環境

を保全・再生することにより自然環境全体の質的向上を図り、エコロジカル・ネットワーク化を推進

するものである。 
・エコロジカル・ネットワークの構築に当たっては、堤内地の土地利用に関して関係諸機関と連携した

取り組みを目指すものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

目標について 目標について

図 2-7 太郎右衛門自然再生地周辺のエコロジカル・ネットワーク 

太郎右衛門自然再生地 

面積：約 400ha 

荒川ビオトープ 

面積：約 63ha 

三ツ又沼ビオトープ 

面積：約 13ha 

約 3km 

約 2km 

近隣の農地等 

江川流域 

近隣の都市公園等 

・タコノアシやミゾコウジュなどが生育

する湿地、ヨシ原 

・キツネなどが生息するオギ原 

・希少種 10 類 54 科 67 種を確認※1 

荒川 

自然の拠点のネットワーク化によ

り

1

種の絶滅リス

2

り、種の多様性が保

3

内の遺伝的多様性

が保たれる 

、 

.拠点間での生物の移動が可能と

なり、当該地での

クが低減される 

.広い生息域を必要とする種も生

息可能とな

全される 

.生息域が広範囲になり生息数が

増すため、種

北本自然観察公園 

・谷地に連続する湿地 

・オオタカなどが生息するコナラ、

クヌギ、ムクノキが優占する樹林

・サクラソウなどが生育する谷地に連続

する湿地 

・オオタカなどが生息するコナラ、クヌ

ギ、ムクノキが優占する樹林地 

・カイツブリなどが生息する池

沼 

・ハナムグラ、ミクリなどが生

育する湿地、ヨシ原 

・希少種 9 類 43 科 49 種を確認

周辺地域をつなぐ 

横軸のネットワーク 

荒
川
の
自
然
の
拠
点
を
つ
な
ぐ 

縦
軸
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

・太郎右衛門自然再生地を核とし
た、広範囲な自然のネットワーク

化により、キツネ等の特に広い生

息域を必要とする高次消費者の

生息が可能となる 

・希少種 10 類 60 科 79 種を確認 

(P16 参照)

出典： 

※1 荒川上流河川事務所 ｢平成 14 年度 荒川生態系モ

ニタリング調査業務報告書 平成 15 年 3 月｣ 

※2 荒川上流河川事務所 ｢平成 14 年度 三ツ又沼ビオ

トープ環境管理運営業務報告書 平成 15 年 3 月｣ 

 

古谷上(握津) 

の自然地 
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・中池及び下池には年間を通して維持される開放水面があるが、上池は乾燥化が進み常時開放水面はない。 
・多様な湿地環境を再生するためには、エコトーンなど多様な水辺環境を再生する必要がある。水域と陸

域が連続的に繋がっているエコトーンでは、水深の深さや土の水分条件に応じて様々な植物が生育し、

植生に応じたいろいろな動物が餌場や生活の場として利用するため、変化に富んだ生態系が形作られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・多様な生物が生息できる湿地環境を再生するためには、できる限り広く、多様な水深や形状を持つエコ

トーンなどの開放水面を再生することを目指すものである。 
・開放水面を拡大・維持するための水確保には、維持管理が少なく、恒久的に使用でき、動力を使わない

ことを前提として高水時の本川水、雨水および湧水などを導水する自然な方法を用いることを目指すも

のである。 
・開放水面の面積は昭和 20年代以上の面積を、生態系の状況を見ながら確保していくことを目指すもの
である。 

表 2-4 現状と過去の開放水面の比較 

 昭和 20 年代      平成 12 年 備考 

上池 5.45ha        0.99ha 空中写真より判定 

中池 8.88ha        5.37ha 同上 

下池 1.34ha        1.04ha 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

＜多様な水深の開放水面の拡大＞ 

IV.湿地環境を保全・再生するにあたっては、荒川本川水、雨水、湧水等の

自然な水を用い、多様な水深の開放水面を拡大するものとする。 

＜昭和 20 年代以上の開放水面面積を段階的に確保＞ 

現状及び課題について 

図 2-8 旧流路におけるエコトーン(移行帯)のイメージ図 

目標について 
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        削  除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

平成 12 年 

目標のイメージ 
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・流 化が進捗するなか、荒川の河川敷には約 70 年前の蛇行形状がそのまま残り、か

つ 自然や生きもの、風景が今に受け継がれている。このような状況は歴史的にも文

化 あるほか、かつての自然環境が今も残されていることは、地域にとっても貴重な

財 。 

・太 然再生地の周辺は民有地であり盛土等土地の改変が危惧される。 

 
 

・貴 流路を保全し、後世に伝えるため保全することを目指すものである。そのため、

現在 路の形状を極力整形等行わず保全するものとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の太郎右衛門地区には、上池、中池及び下池が存在し、止水環境が形成されている。また、

湿地、樹林地、草地など様々なハビタットが成立しているものの、冠水を受ける頻度が少なく、

自然地全体に乾燥化が進行している。これにより、開放水面を有した止水環境と、樹林化が進行

した陸域環境との両極化が進行し、陸域と水域をつなぐ湿地が減少している。  

・流域では都市化が進捗するなか、荒川の河川敷には約 70 年前の蛇行形状がそのまま残り、かつ

ての荒川の自然や生きもの、風景が今に受け継がれている。このような状況は歴史的にも文化財

的価値があるほか、かつての自然環境が今も残されていることは、地域にとっても貴重な財産と

いえる。 

 

 

 

・現状の良好な自然環境を保全することはもちろん、荒川本川と連続させた流水路として蛇行

河川を復元することにより、多様な生物が生息できる河川環境を形成する。 

・蛇行河川の復元にあたっては、現況の希少種等の分布状況及びそれらの移植・再生の可能性

を踏まえ、必要に応じて旧流路を保全する。 

 

 

 

 

         変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

＜蛇行河川の復元＞ 

Ⅲ.荒川本川と連続させた流水路として蛇行河川を復元することにより、多様な水

域・水際環境を形成する。 

の保全＞ 

前の蛇行形状が今なお変わらず残る、歴史的に貴重な荒川旧流路

、後世に伝えるものとする。 

題について 現状及び課題について

て 

目標について

図 2-10 昭和 20 年代と平成 12 年(2000 年)空中写真 
域では都市

ての荒川の

財的価値が

産といえる

郎右衛門自

重な荒川旧

残る旧流

＜蛇行形状

V.約 70 年

を保全し

現状及び課

目標につい



 

 

12 

 

 

 
 

 

 

 

・東京・埼玉の稠密な市街地が広がる下流部は、川幅が限られ、流れる洪水にも限界がある。その

ため、川幅の広い中流部に 5 つの調節池群を計画し、下流への洪水量を調節する治水機能の役目

を果たすこととしている。当地区は、このうち、荒川第 4 調節池に位置し、洪水時の流水を一時

貯留して、ピーク流量を減ずるための地域で洪水による災害の発生を防止するための重要な地区

である。 

・当地区は第 4調節池の計画地であり、治水計画との整合性を図る必要がある。 

・湿地化にともなう掘削により発生する土砂の有効活用が求められる。 

 

 

・湿地化に伴う掘削により自然再生を図ることで治水容量の増大が期待できる。 

・掘削土については支川の改修や高規格堤防等への有効活用を図る。 

・横堤の遊水機能については、治水上の機能を損なわないよう、自然再生事業との整合を図る。 

・流水の作用に対して安全であるよう、工作物の設置を行うものとし、自然再生事業との整合を図

る。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
 

 

 

 

 

第 2章  第 1 節  自然再生目標 

当  初 変更後 

＜治水面からもプラス＞ 

Ⅴ. 将来にわたり治水の面からもプラスとなるような自然再生事業とする。 

＜治水面からもプラス＞ 

VI.将来にわたり治水の面からもプラスとなるような自然再生事業とする。 

現状及び課題について 
現状及び課題について

目標について 

目標について

第4調節池予定地(太郎右衛門自然再生地) 

平成 11 年 8月洪水時 図 2-11 調節地計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当  初 

自然再生の目標

水確保の施策

3.高水時の本川からの導
水

1.雨水の利用（周辺の水
又は農業用水）

4.池の連結

5.市野川の導水検討

12.環境学習と安全な利用
　のための事業メニュー

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

11治水面での施策
・調節池計画との調整
・残土の有効利用

10.維持管理
・外来種駆除（草刈等）
・ゴミ処理等

水確保以外の施策

8.ハンノキ林の保全・再生
（ハンノキ発芽適地の創出
検討）

2.上池の掘削

6.ワンド・エコトーン

7.河畔林の保全
（周辺地域の公有地化と
保全管理）

現状の湿地環境の
保全

Ⅰ太郎右衛門自然再生地固有の
多様な生き物を保全し、かつ、それ
らが生育・生息できる湿地環境を保
全する。
<近年確認されている希少種67種が
生息可能な自然環境＞

過去に確認された生物が住める環境の
再生

Ⅱ過去に確認された当該地区の固
有かつ多様な生き物が住めるよう

な環境の再生を目指すものとする。
＜かつて確認されたが、近年確認さ
れていない希少種6種の再生＞

荒川エコロジカル・ネッワーク

Ⅲ荒川太郎右衛門自然再生地は周
辺地域も含めたエコロジカル・ネット
ワークの核となる区域と位置付ける
ものとする。

多様な水深の開放水面の拡大

Ⅳ湿地環境を保全・再生するに当っ
ては、荒川本川水、雨水、湧水等の
自然な水を用い、多様な水深の開
放水面を拡大するものとする。
＜昭和20年代以上の開放水面面積を
段階的に確保＞

蛇行形状の保全

Ⅴ約70年前の蛇行形状が今もなお
変わらず残る、歴史的に貴重な荒
川旧流路を保全し、後世に伝えるも
のとする。

治水面からもプラス

Ⅵ将来にわたり治水の面からもプ
ラスとなるような自然再生事業とす
る。

太郎右衛門自然再
生地の望ましい姿

70年前の荒川旧流
路において太郎右
衛門自然再生地固
有の豊かな生態系
を育む湿地環境

9.

今回示す施策については、現時点で考えられるメニューを提示したものですべてを実施する

ものではなく、各施策はモニタリングを行いながら段階的に事業を行っていくものである。

多様な水域・水際環境創出 

の施策 

1.旧流路の流水路 

としての整備

2.旧流路の保全 

（上池の掘削を含む）

3.湿地及び止水環境の拡大

その他の施策 

6.河川縦断方向の連続性の

確保（魚道等の整備） 

4.河畔林の保全 

5.ハンノキ林の保全・再生

（ハンノキ発芽適地の創出）

7.治水面での施策 

蛇行河川の復元 

Ⅲ.荒川本川と連続させた流水

路として蛇行河川を復元する

ことにより、多様な水域・水際

環境を形成する。 

湿地環境の保全・再生 

Ⅰ.太郎右衛門自然再生地固有

の多様な生き物とそれらが生

育・生息できる自然環境を保

全・再生する。特に、多様性、

自然性が高い湿地環境につい

ては全体のバランスを考慮し

拡大を図る。 

過去に確認された生物が 

住める環境の再生 

Ⅱ.過去に確認された当該区域

の固有かつ多様な生き物が住

めるような環境の再生を目指

すものとする。 

荒川エコロジカル・ネットワ

ークの形成 

Ⅳ.周辺地域とのエコロジカ

ル・ネットワークの核となるよ

う、自然環境の質的向上を目指

す。 

治水面からもプラス 

Ⅴ.将来にわたり治水の面から

もプラスとなるような自然再

生事業とする。

70 年前の荒川旧流路

において太郎右衛門

自然再生地固有の豊

かな生態系を育む湿

地環境 

太郎右衛門自然再生

地の望ましい姿 

10.環境学習と安全な利用 

自然再生の目標 8

維

持

管

理

9

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

今回示す施策については、現時点で考えられるメニューを提示したものですべてを実施するものでは

なく、各施策はモニタリングを行いながら段階的に事業を行っていくものである。また、地域に貢献

できる自然再生事業とする 

  

変更後 

第 2 章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 
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当  初 

＜水確保の施策＞ 
 

 

 

池への水の供給に雨水を利用する。利用に当っては、モニタリングを行いながら段階的に実施していく。

また、周辺の雨水を集めるだけでは水量に不安があるため、「農業用水」の利用も含め検討を行う。農業用

水の利用に当っては、関係諸機関や利水権者との協議に基づき実施していく。 
雨水を集水するために、各池の近辺の道路沿い等に U字溝の集水路を設置し、池へ雨水を導水する。農
業用水の利用に当っては、赤城樋管から流入する既往農業用水などの運用法について検討を行う。 
 

1.雨水の利用(周辺の水又は農業用水) 

＜多様な水域・水際環境創出の施策＞ 

 

 

荒川本川と連続した低水路を整備し、流水を有した本来の河川環境を復元する。 

○流水路の平面線形は、旧流路の形状をできるだけ活かすこととするが、現況の希少種等の生育・

生息範囲を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  流水路のイメージ 

 

      削  除 

 

 

 

 

 

 

 

イメージのイラスト 

1. 旧流路の流水路としての整備 

変更後 

第 2 章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 
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当  初 

図 2-14 上池の掘削平面及び横断のイメージ図 

＜多様な水域・水際環境創出の施策＞ 

 

 

太郎右衛門地区に現存する特徴的な自然環境及びそこに生息する希少種等を保全する。希少種等の保全

にあたっては、保全・代替の難易を考慮してミティゲーションを図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削   除 

 

 

2.旧流路の保全 

＜水確保の施策＞ 
 

 

 

上池において、掘削を行う。掘削の範囲・深さについては、モニタリングを行いながら決定し、段階的に

実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.上池の掘削 

A’ 

A 

上池の掘削 

A-A’断面 

地底の掘削

中池と接続後の水位 

A’ 

変更後 

第 2 章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 
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＜水確保の施策＞ 
 
 
 上池に水を供給するため、荒川本川と上池の本川接続部を掘削し高水時に本川から旧流路への流入

頻度を高める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           削   除  

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

3.高水時の本川からの導水 
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＜水確保の施策＞ 
 

 

上池及び下池に中池から水を供給し、生物が往来できる様に上池-中池間、中池-下池間の横堤

部分をボックスカルバートなどで連結する。 

ただし、池の連結には、生態系への影響や中池の水位の低下(水位関係 P12 図 1-10)などが懸念

されるため、今後さらに実施の有無も含めた検討を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の施策＞ 

 

 

荒川本川と流水路の間に落差が生じた場合、魚類をはじめとする水生生物の移動障害となるため、

魚道等を設置して河川縦断方向の連続性を確保する。 

取水施設を整備する場合は、自然環境への影響を抑制するように努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

6.河川縦断方向の連続性の確保 4.池の連結 
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＜水確保の施策＞ 
 

 
旧流路の水確保のため、市野川からの導水を今後の検討対象とし、必要性の有無も含めた検討を行う。

また湿地の新たな創出の観点から、太郎右衛門橋上流部で湿地を使った市野川の浄化や当該地を湿地化する

といった検討も行う。 
・市野川からの導水には現状で下記の課題点がある。 
・ポンプを使わないで導水するとすれば、上池をさらに掘削する必要がある。 

・導水路の掘削深さは、平均 5ｍとなり、残土処理が莫大となる。 

・市野川の水質は富栄養化の原因となる総窒素及び総リンが高い値となっている。(P11 図 1-9 参照) 

・市野川の水質を、本川水質まで改善するには、広大なヨシ原等浄化施設が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

5. 市野川の導水検討(湿地を使った浄化検討) 
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 ＜水確保以外の施策＞ 

 

 

・開放水面を拡大し、ヒシやメダカなどの水性動植物の生育・生息環境を再生するため、公有地

化した旧流路周辺に旧流路とつながるワンドを上池、中池及び下池に造成する。 

・上池では、現状の公有地に水鳥が水辺を利用でき、エキサイゼリなど湿生植物が生育する場を

再生させるため、水際を緩傾斜で掘削してエコトーン化する。 

・旧モトクロス場跡地についても、ワンドまたは池として湿地化の検討を行う。 

・中池のワンドでは、水鳥の休息・生息の場となる中ノ島を残す掘削を行う。 

・下池のワンドでは、ワンド周辺にハンノキ発芽適地を確保するための水路網などの整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多様な水域・水際環境創出の施策＞ 

 

 

多様な水域・水際環境を創出するために、流水路周辺を掘削し、湿地や止水環境を拡大する。掘削範

囲は、流水路の線形、現況の土地利用及び地形、希少種の分布状況等を勘案して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      削 除 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

3.湿地及び止水環境の拡大 6.ワンド・エコトーン 
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第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 
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＜水確保以外の施策＞ 

 

 

中池右岸側のムクノキ・エノキ林から成る河畔林の保全及びまとまった自然地を確保するため、民

有地を公有地化し、適切な管理を行う。 

 

 

下池に現存するハンノキ林を含む周辺地区を公有地化し、適切な保全・管理を行っていく。 

また現状では自然による攪乱・更新が望めないため、人為的にハンノキが発芽、生育に適する湿性

地を新たに創出する等の検討も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の施策＞ 

 

 

中池右岸側のムクノキ・エノキ林から成る河畔林の保全及びまとまった自然地を確保するため、民

有地を公有地化し、適切な管理を行う。 

 

 

下池に現存するハンノキ林を含む周辺地区を公有地化し、適切な保全・管理を行っていく。 

また現状では自然による攪乱・更新が望めないため、人為的にハンノキが発芽、生育に適する湿性

地を新たに創出する等の検討も行う。 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

7.河畔林の保全(中池) 4.河畔林の保全(中池)

8.ハンノキ林の保全・再生(下池) 5.ハンノキ林の保全・再生(下池) 
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自然再生の事業を進める上で、常に科学的知見に基づき物理環境や生物環境についてモニタリ

ングを行い、その結果の評価を踏まえ、維持管理や整備を段階的に進めるものである。場合によ

っては、事業手法等の変更等も検討する。 

表 2-1 にモニタリング内容についてまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然再生の事業を進める上で、常に科学的知見に基づき物理環境や生物環境についてモニタリング

を行い、その結果の評価を踏まえ、維持管理や整備を段階的に進めるものである。モニタリングは、

調査方針、評価方針を明確にした上で取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       削  除 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

9.モニタリング 9.モニタリング 

表 2-1 モニタリング内容案 

調査区分 目　的
モニタリング
調査項目

調査地点 調査内容 調査方法
調査時期・
頻度

水位観測 池の水位観
測基準点

基準点での水位
観測

測量・目視 毎月

地下水位
観測

観察井戸 水位観測 測量・目視 毎月

高水時調
査

流入点 基準点での水位
観測

測量目視 適時

湿性地の土質
及び池底質状
況の把握

土質調査 掘削面 有機含有率、粒
度、湿潤度

コアサンプリング 年1回

水質の状況の
把握

水質 各池 BOD、COD、総窒
素、総リンなど

採水分析 四季

植生 植生、植生面積の
の測量・目視観察

植物相 踏査、採取同定
魚類 投網、タモ網等採

取
春、夏、
秋

底生動物 定性、定量調査 四季
哺乳類
両生類・爬虫類
鳥類 定点観測・ルート

センサス
繁殖前期
後期、渡
りの時期

昆虫類 目視、スィーピン
グ、ベイトトラッ
プ等採取

春、夏、
秋

春、夏、
秋

春、夏、
秋

水確保の状況
（開放水面の
維持状況）の
把握

目視、痕跡法

植物調査 対象地区全
域

水域

水辺・陸域

動物調査

動植物の保
全・再生状況
の把握

生物環境

物理環境
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保全地区における外来種対策、ゴミの処分等維持管理について、多様な主体の連携・参加のもと実施

していく。 

今後、自然再生実施計画において、管理の内容(方法、場所、頻度など)、役割分担など詳細な事項に

ついて検討協議していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
自然再生事業を推進する上で必要となる維持管理項目を抽出し、管理内容や役割分担、仕組み等を検討

した上で、多様な主体の連携・参加のもと実施していく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        変更なし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

8.維持管理 10.維持管理 

下池内のゴミ 

(2003 年 12 月 22 日撮影) 

中池周辺のゴミ 

(2003 年 6 月 3日撮影) 

図 2-23 太郎右衛門自然再生地におけるゴミの状況 

図 2-24 三ツ又沼ビオトープにおける外来植物の除草等管理風景 
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調整池計画との整合、整備により生じた土砂の有効活用などを実施していく。 
・ 調節地計画との整合 
今後、自然再生事業を実施するに当って、第 4調節池計画との整合を図り、整備を進めていくもので
ある。 

 
 

 

 

       変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     削 除 
 

 

 

 

 

 

第 2章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

当  初 変更後 

図 2-25 太郎右衛門自然再生地と第 4調節池予定地 

調整池計画との整合、整備により生じた土砂の有効活用などを実施していく。 
・ 調節地計画との整合 
今後、自然再生事業を実施するに当って、第 4調節池計画との整合を図り、整備を進めていく

ものである。 

・ 土砂の有効活用 
自然再生事業で生じた掘削土などは、支川の築堤や高規格堤防工事等の河川改修工事に有

効活用を図るものである。 

 

7.治水面での施策 11.治水面での施策 
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図 2-26 高規格堤防(写真は上尾地区)  



 

 

 

 
 

今後、環境学習会の実施等による、太郎右衛門自然再生地の利用者を受け入れていく上で、ア.利用者の

受け入れ、イ. 環境学習の支援、ウ. 利用者の安全管理、エ.河川及び施設の管理について、以下のもの

が考えられる。また具体的には、平成 16 年度に実施計画の策定時に議論していくものである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川太郎右衛門地区自然再生事業における環境学習は、地域と自然について体験し、学ぶことにより、

当地区の環境を守り育てることが目的である。このため、環境学習をはじめとする利活用推進方策を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当  初 変更後 

第 2 章  第 2 節  自然再生目標を達成するための施策 

事業メニュー 
内容 

ア.利用者の受け入

駐車場 

トイレ、水道、照

イ.環境学習の支援 

看板 

木道散策路 

バードウォッチング観察施設 

中ノ島による観察施設 

学習広場 

ビデオ、パンフレット、広報活動

マナー教育 

ルート図、自然観察の解説、

人の立ち入り禁止区域表

示、マナー看板 

木陰で説明を受けたり、

休憩場所も兼ねる 

自然観察ルート 

河川管理および保全作業 管理用通路 

人の安全確保と植生保護

転落防止のために必要とす 

る箇所 

ウ.安全管理 
木道＋安全柵 

安全柵 

12.環境学習と安全な利用 10.環境学習と安全な利用 
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等に利用、緑化舗装等 エ.河川管理およ

び施設管理 
C.C.T.V 
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第 3章  第 3 節  役割分担 

 
当  初 変更後 

太郎右衛門地区の自然再生目標を実現し、維持してゆくためには、多くの主体の参画と協働が不可

欠である。また、一体的に取り組んでゆくため横断的な連携が重要である。 

事業実施にあたっては、環境管理、モニタリング、自然環境学習、普及啓発・情報公開の 4 つの視

点から実現可能な計画を具体化した上で実施してゆく必要がある。 

推進するしくみや体制、行動方針と計画等をより具体的に定めるためには、河川管理者や関係自治体

はもちろん、様々な主体が情報を共有し、知恵を出し合い、提言する組織を構築することが有効であ

る。このため、それぞれについて専門委員会を設置し、この中で役割分担を明確にしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1  事業実施に関わる主体と役割 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備された自然再生地を守り、育てるため、多くの

主体が参画・協働し、様々な活動を展開していく。

【実施者案】         【施策案】 

・河川管理   ・モニタリング、評価 

・自治体    ・生活環境の保全 

・教育機関   ・維持管理 

・公募委員   ・清掃活動 

・大学・大学院 ・広報・情報発信 

・ＮＰＯ    ・環境学習等の活動 

・企業     ・各種調査・研究 

・その他    ・その他 

 

 

当地区の自然環境の状態把握、整備効果の評

価を目的として、以下の事項を行う。 

・モニタリングの手 手法の設定 

・評価指標の設定 

・モニタリング調査計 、指導、助言

・自然再生目標に対 の効果分析 

 

事業の発展的な持続を目的として、

地域や事業をアピールしていくた

めの基本方針、しくみ、体制、行動

計画などを検討する。 

体験し、学ぶことを通

の環境を守り育てるこ

、具体的な整備計画、

を推進するしくみ、体

制などを検討する。 

事業実施中、実施後における

インパクトに対して、当地区

な状態を維持することを目的

具体的な管理計画、維持管理

するしくみ、体制、行動計画等を検

討する。 

普及啓発・情報公開専門委員会境学習専門委員会 環境管理専門委員会 

て設置（例） 
生態系モニタリング専門委員会 

 

 

専 

門 

委 

員 

会 

役

計

備

業

成

業

い

ら

て

である。 

報告 

自然再生事業実施計画（案）作成 

Step1 

情報提供

自然再生整備中 

Step2

情報提供

自然再生整備後 

実施者はそれぞれの事業について協議会と協議のうえ｢自然再生実施計画（案）｣を

を実施する。 

 【施策案】 

・自然再生整備 

・環境学習等の利活用（施設整備、学校やＮＰＯとの連携他） 

・生活環境保全 

・維持管理活動 

・普及啓蒙、広報活動 

・その他 

Step3
自然再生全体構想 

荒川太郎右衛門地区自然再生協議会 

協議 
提言 
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太郎右衛門地区自然再生事業の役割分担のイメージ 
法、評価の

画の立案

する整備後
【実

河川管理

自治体 

教育機関
 

 ・

・

自然について

じて、当地区

とを目的とし

自然環境学習

様々な

を良好

とし、

を推進

自然環

必要に応じ

提案、情報提供 
割分担（案） 
太郎右衛門地区の自然再生事業実施

画を具体化し、目標の実現に向けて整

・維持してゆくためには、各主体が事

実施者となり自然再生実施計画を作

し、相互に調整を図りながら積極的事

を推進していく必要がある。 

さらに、実施者は、事業の各段階にお

ても他の主体の参画と協働を得なが

取り組んでいくことが重要である。 

そのための仕組みとして必要に応じ

専門委員会等を組織することも有効

自然再生全体構想を踏まえ、事業の

作成する。 

「自然再生実施計画」に基づき事業

 

施者案】 

者 

・    

・大学・大学院 

・ＮＰＯ 

・企業 

・その他 


